


































































 
 

１ 実地調査を実施した理由 

府内基幹型臨床研修病院のうち１病院について、基幹型臨床研修病院の指定基準の一

つである「年間入院患者数 3,000 人以上」を、令和３年度から２年度連続で満たしてい

なかったため、病院の指導・管理体制、研修医の基本的診療能力等について実地調査を

行ったもの。 

 

２ 実地調査結果 

  総合評価 Ｂ 

 

  ＜参考：評価基準＞ 

Ａ 指導・管理体制に関する事項及び研修医の基本的診療能力の修得に関する

事項の全てにおいて「適切」とされるもの 

Ｂ Ａ、Ｂ－及びＣ以外のもの 

Ｂ－ 評価項目の全てについて、「適切」又は「概ね適切」と評価され、そのう

ち過半数が「概ね適切」とされるもの 

Ｃ 評価項目の一部について、「不適切」とされるもの 

 

３ 実地調査を踏まえた措置 

  実地調査の結果、総合評価Ｂであったことから、臨床研修病院の実地調査実施要綱に

基づき指定を継続することについて、協議会に意見をお聴きするもの。 

 

【根拠規定】 

○医師法第 16 条の２第１項に規定する臨床研修に関する省令（平成 14年厚生労働省令第 158 号）

（抜粋） 

第十七条 

２ 都道府県知事は、臨床研修病院の指定を受けようとする病院又は臨床研修病院が法第十六条

の二第三項各号に規定する基準に適合しているかどうかを確認するために必要があるときは、

実地に調査することができる。 

 

○臨床研修病院の実地調査実施要綱（抜粋） 

２ 調査対象 

 Ⅰ 臨床研修病院の指定継続に係るもの 

 １） 医師法第 16 条の２第１項に規定する臨床研修に関する省令の一部を改正する省令（平成

21 年厚生労働省令第 105 号）附則第２項に規定する基幹型臨床研修病院のうち、 医師法第 16

条の２第１項に規定する臨床研修に関する省令の施行について（平成 15 年６月 12 日付け医

◎臨床研修病院実地調査の実施結果について 



政発第 0612004 号厚生労働省医政局長通知。）第２の５（１）エの基準（→入院患者の数につ

いては、年間 3,000 人以上であること。）に２年以上にわたり適合せず、かつ、研修医が在籍

している病院 

７ 調査後の措置 

 地域医療対策協議会の意見を聴いた上で、適切な指導体制が確保され、研修医が基本的診療能

力を修得できると認められる場合が基本的診療能力を修得できると認められる場合（指定継続の

判断に当たっては、「６ 調査項目、評価基準等」の４）の総合評価がＡ又はＢと評価された場

合に限る。）は、指定を継続又は新たに指定する。ただし、新規指定後や指定継続後も実地調査

又は書面調査等を行い、適正であることを確認することとする。 

 


